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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年３月１０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗船者負傷 

発生日時 平成２７年７月１４日 １６時３０分ごろ 

発生場所 愛知県知多市沖 

大野港北防波堤灯台から真方位３５５°１,８４０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°５６.９′ 東経１３６°４９.２′） 

事故の概要 プレジャーボートVERADO
ベ ラ ー ド

は、遊走中、船体の上下動により同乗者１

人が負傷した。 

事故調査の経過  平成２７年７月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート VERADO、２.８トン 

２３０－５０５８９愛知、個人所有 

６.４６ｍ（Lr）×２.５１ｍ×１.５６ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、２２０.７０kＷ、平成２０年６月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５２歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和６１年１２月２４日 

免許証交付日 平成２３年２月８日 

        （平成２８年１２月２３日まで有効） 

同乗者Ａ 女性 ３２歳 

 死傷者等 重傷 １人（同乗者Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ５ 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、沖で遊走したのち、同乗者Ａほか

６人を乗せ、知多市新舞子南５区の埋立地北岸にある係留場所に戻る

ため、同埋立地の南側護岸から約５０ｍ離して東岸沖に向け航行した

後、約３０ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で、左転を

開始した。 

本船は、左転して間もなく、波の山を乗り越える状況となり、船首

が持ち上げられた直後、波間に落下して衝撃を受けた。 

同乗者Ａは、操縦席の右舷側に立っていたところ、船体が波の谷間



- 2 - 

に落下したとき、足を滑らせて腰を強打し、係留場所に戻った後病院

に搬送され、第６胸椎圧迫骨折等と診断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船の外観、写真２ 本船

の操縦席付近 参照） 

 その他の事項 船長は、本事故発生時、他船の航走波が護岸で反射し、複数の反射

波の山が重なって波高が高くなることを知らなかったが、本事故後、

他船の航走波が護岸に跳ね返り、複数の反射波の山が重なって波が発

生したのだと思った。 

新舞子南５区の埋立地の南側の護岸は、矢板構造により水面から垂

直に切り立っていた。 

同乗者Ａは、大きな波と遭遇することを予測できず、手摺
す

りをしっ

かりと握っていなかった。 

本事故発生時、同乗者Ａは、操縦席の右舷側に立っていたが、他の

同乗者は船首及び船尾のデッキ等に座っていた。 

船長は、初めて乗船する同乗者に対し、航行中には姿勢を低くする

ことや手摺りにつかまることなどの注意を与えていたものの、同乗者

Ａには、何回か乗船して船体の動揺に慣れていると思い、特段の注意

を与えていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、新舞子南５区の南側において、船長が、他船の航走波が反

射して波が発生する護岸付近を約３０kn の速力で航行したことから、

複数の反射波の山が重なった波と出会った際、船体が上下動を起こ

し、同乗者Ａが転倒したことにより負傷したものと考えられる。 

同乗者Ａは、波と遭遇して船体が上下動を起こすことを予測でき

ず、手摺りをしっかりと握っていなかった可能性があると考えられ

る。 

原因 本事故は、本船が、新舞子南５区の南側において、船長が、他船の

航走波が反射して波が発生する護岸付近を約３０kn の速力で航行した

ため、左転して複数の反射波の山が重なった波と出会った際、船体が

上下動を起こし、同乗者Ａが転倒したことにより発生したものと考え

られる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・他船の航走波で反射波が発生している場所では、速力を落として

慎重に操船すること。 

・操船者は、同乗者に対し、不意に船体が動揺する場合に備えて、

姿勢を低く保ち手摺り等につかまることなどの注意を与えるこ
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と。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

事故発生場所 

（平成２７年７月１４日 

１６時３０分ごろ発生） 
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写真１ 本船の外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同乗者Ａが立っていた場所 

 

 

写真２ 本船の操縦席付近 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同乗者Ａがつかまることが出来た手摺り  


